
癒しのれんたる 法⼈レンタル規約 

第 1 条（レンタル物件） 

ファミリー株式会社（以下⼄とする）は申込者（以下甲とする）に対して、甲の指定する物件（以下物件とする）をレン

タル（賃貸）し、甲はこれを借り受けます。 

第 2 条（レンタル契約の条件） 

本レンタル契約は、甲が以下の条件についていずれも充たしていることを条件とします。 

1. （1）⼄が定める審査基準に適合していること 

2. （2）癒しのれんたる株式会社が定めるところの会員であること 

第 3 条（レンタル契約の成⽴） 

1. 本レンタル契約は、⼄が甲の申込を受諾、承認した⽇より成⽴します。 

2. 甲は物件の引渡しを受けた⽇より、本レンタル契約に従って物件を使⽤する事が出来ます。 

3. 甲は⼄から要請があったときは、⼄の認める連帯保証⼈を⽴て、かかる連帯保証⼈に、⼄に対する甲の債務を甲と連帯し

て保証させるものとする。 

第 4 条（レンタル期間） 

レンタル期間は物件の引渡しを受けた⽇の翌⽉ 1 ⽇より開始し、料⾦表により甲が申込みをしたレンタル期間とします。 

第 5 条（レンタル料） 

1. 甲は⼄に対して、レンタル料を毎⽉⽀払うものとし、その⽀払⽅法は甲が指定する⾦融機関による⼝座振替による決済と

します。 

2. 前項のレンタル料は、1 ヶ⽉単位で計算し、⽇割計算をいたしません。但し、甲の責によらない事由により使⽤できなか

った期間（第 23 条 3 項に該当する場合）についてはこの限りではありません。 

第 6 条（配送設置料） 

甲は⼄の定める配送設置料を別途⽀払うものとします。 

第 7 条（レンタル期間の延⻑および返却の遅延） 



1. レンタル期間終了⽇までに、甲からレンタル期間の延⻑の申し出があった場合は、⼄は甲に本契約条項の違反がない限り、

料⾦表の条件で物件の返却に⾄るまで引き続きレンタルできます。但し、期間中の返却は第 17 条（中途解約）を準⽤し

ます。 

2. 前2項によるレンタル料および違約⾦は返却までの1ヶ⽉に満たない⽇数の場合でも1ヶ⽉として計算するものとします。 

第 8 条（レンタル物件の買取り） 

1. 甲は、2 年契約以上の⻑期レンタル契約成⽴時に限り、レンタル期間開始後、物件を⼄より以下の条件で買い取ることが

できます。但しレンタル開始後 1 ヶ⽉に満たない場合、1 ヶ⽉分のレンタル料を⽀払います。 

2. 前項により甲より売買契約の申込があり、⼄がこれを承諾したときは、本レンタル契約は終了し、売買契約の効⼒を⽣ず

るものとします。 

3. 前項の甲による物件の買取り価格は、レンタル成約時の価格表に掲げる 5 年契約のレンタル総額から、既に⽀払いが⾏わ

れたレンタル料⾦の総額を控除した残額とします。 

4. 第 1 項による物件の引渡し条件は現状有姿とします。 

第 9 条（レンタル期間の終了） 

レンタル期間（以下｢該期間｣という）が終了したときは、返却の⼿続きをして頂きます。該期間終了後 2 週間を経過して

もお⼿続きがなされない場合には、更に 1 ヶ⽉分のレンタル料⾦相当額をお客様のレンタル料⾦決済の⾦融機関より引き

落としすることで当該レンタル物件を継続して延⻑されたものとさせていただきます。 

第 10 条（物件の引渡・検収） 

1. ⼄は物件を、甲の指定する場所において引渡します。 

2. 甲は⼄から物件の引渡しを受けた後検収し、物件に瑕疵があった場合、甲は⼄に 2 ⽇以内に通知するものとします。通知

がなされなかった場合、物件は正常な状態で甲に引き渡されたものとします。 

第 11 条（担保責任） 

⼄は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性および甲の使⽤⽬的

への適合性については担保しません。 

第 12 条（物件の使⽤保管） 

1. 甲は、物件を⽇本国内で使⽤するものとし、国外には持出ししないものとします。 

2. 使⽤者は同⼀法⼈名義の事業所内の使⽤に限ります。 

3. 甲は、物件を善良な管理者の注意を持って使⽤、保管し、これに要する、通常メンテナンス等の諸費⽤を負担します。 

4. 甲は、物件の転貸、占有者の変更、改造はできません。 

5. 甲は物件の取扱説明書に従って使⽤するものとし、甲の誤使⽤によって発⽣した損害については⼀切責任を負いません。 

第 13 条（物件の譲渡等の禁⽌） 



1. 甲は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他⼀切の権利を設定できません。 

2. 甲は、物件について他から強制執⾏その他法律的、事実的侵害がないよう、保全するとともに、もしそのような事態が発

⽣したときは、直ちに⼄に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。 

3. 前項の場合において、⼄が必要な措置をとったときは、甲は⼄の⽀払った⼀切の費⽤を負担します。 

第 14 条（物件の滅失、毀損） 

甲が物件を滅失（所有権の侵害を含む）毀損した場合は、甲は⼄に対して、代替物件の購⼊代価または物件の修理代の相

当額を損害賠償として⽀払います。 

第 15 条（保険） 

1. ⼄は、物件に動産総合保険を付保します。 

2. 物件に事故が発⽣した場合は、甲は直ちにその旨を⼄に通知すると共に、⼄の保険⾦受領⼿続きに必要な書類を遅滞なく

⼄に交付します。 

3. 甲が⼄に賠償しなければならない第 14 条の⾦額に対して⼄が受け取る保険⾦が不⾜する場合、甲は⼄に差額を⽀払いま

す。 

第 16 条（レンタル期間開始前解約） 

レンタル契約の成⽴した⽇以降、甲の都合によりレンタル期間開始前に解約する場合、⼄に対し解約の通知をし、甲は⼄

に下記のキャンセル⼿数料として⽀払います。但し、レンタル期間開始後の解約は第 17 条の（中途解約）とします。 

1. （1）レンタル契約の成⽴⽇から⼄が物件を発送する⽇まではキャンセル料 3,150 円（消費税込）を⽀払います。 

2. （2）⼄が物件を発送した後の解約はキャンセル料 3,150 円（消費税込）および往復発送運賃実費を⽀払います。 

（3）甲が物件の引渡しを受けた⽇からレンタル期間開始までは往復発送運賃実費およびメンテナンス費として 31,500

円（消費税込）を⽀払います。 

第 17 条（中途解約） 

1. 甲の都合によりレンタル期間中に解約する場合、⼄に対し解約の通知をし、物件を返却します。 

2. 前項の解約により、レンタル料は解約該当⽉分までをもって終了します。但し契約レンタル期間に達していない場合は、

甲は⼄に契約レンタル期間に達するまでの残額レンタル料の 70％を⼀括して⽀払います。 

3. 前項の解約の場合レンタル料は物件を返却した⽉分（返却⽇により 1 ヶ⽉未満の⽇数が発⽣した場合、その端数を切り上

げ 1 ヶ⽉とみなし⽇割計算は⾏いません）までを⽀払います。 

第 18 条（契約の解除） 

⼄は甲が⼄の契約の審査基準に適合しない、あるいは適合しないと認められる場合、甲に書⾯による催告のうえ、契約を

解除することができる。 



第 19 条（期限の利益喪失） 

甲に次の各号いずれか⼀つに該当することが発⽣した場合には、⼄は催告することなく本契約を解除することができ、且

つ甲は⼄に対し、未払いレンタル料、その他⼀切の⾦銭債務全額を直ちに⽀払います。但し、⼄の甲に対する損害賠償の

請求は妨げられません。 

1. （1）甲がレンタル料その他の⽀払を 2 回以上遅滞したとき。 

2. （2）甲が本契約条項に⼀つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。 

3. （3）甲に破産、⺠事再⽣⼿続、その他これに類する申し⽴てのあったとき。 

4. （4）第 18 条に該当するとき。 

第 20 条（物件の返却） 

甲は⼄に対して、レンタル期間の満了、解約、解除、その他の理由により本契約を終了する場合、⼄の指定する⽅法で甲

の費⽤で返却します。 

第 21 条（ソフトウェア複製の禁⽌） 

甲は、物件の全部⼜は⼀部を構成するソフトウェア製品（以下ソフトウェアという）に関し、次の⾏為を⾏うことはでき

ません。 

1. （1）有償無償を問わず、ソフトウェアを第三者へ譲渡し、またはその再使⽤権の設定を⾏うこと。 

2. （2）ソフトウェアを物件以外のものに利⽤すること。 

3. （3）ソフトウェアを複製すること。 

4. （4）ソフトウェアを変更⼜は改作すること。 

第 22 条（⽀払遅延損害⾦） 

甲が本契約による⾦銭債務の履⾏を遅延した場合は、⼄に対して、⽀払期⽇の翌⽇より完済の⽇まで年率 14.6％の割合に

よる⽀払遅延損害⾦を⽀払います。 

また、甲に対する⼄の督促事務⼿数料として 1 回あたり 1,050 円（消費税込）を甲は⼄に⽀払います。 

第 23 条（保守サービス） 

1. ⼄は甲に対して、甲の責によらない事由により、レンタル期間中に、物件に性能的障害が発⽣した場合、⼄の選択により、

無償にて修理し、または物件を取り替えます。 

2. 甲または使⽤者の不注意などによる以下の場合は有償とします。 

 

1. 消耗品、付属品の紛失 

 ・背パッド、ヘッドレスト等の消耗品が傷んだ場合 

 ・リモコンスタンド、その他付属品を紛失された場合 



2. 動物による不具合  

 ・⽝、猫等の動物がリモコンや電源コード等を損傷させた場合 

 ・⼩動物や害⾍等がマッサージチェア内部に侵⼊して、基板その他電装部品を損傷させた場合 

 ・⽝、猫等の動物がマッサージチェアに傷、汚れ、臭いを付着させた場合 

3. 甲の故意または過失で損傷した不具合 

 ・リモコンの落下等で損傷した場合 

 ・⼆⼈以上が同時に乗るなどして損傷した場合 

 ・通常の⽬的外で使⽤して損傷した場合 

 ・リモコン、電源コードを体に巻きつけたり、折り曲げたり、本体の脚の下敷きにしたりして損傷させた場合 

 ・⾶び乗り等で損傷させた場合 

4. 設置場所が不適切な場合や移設時に損傷させた場合 

 ・設置場所を変更される際に本体や付属品に傷や汚れを付着させた場合 

 ・設置場所が不適切で、本体が壁や家具に接触して本体に傷や汚れを付着させた場合 

5. 浴室やサウナ等⾼温多湿な場所で使⽤したことによる故障の場合 

6. 不安定な場所で使⽤したために、本体に傷、汚れ、故障が発⽣した場合 

7. 本体に定格 100V 以外の電圧を通電させて損傷した場合（家庭配線に対し異常電圧が流れた場合も含みます） 

8. ⽇本国外に持ち出すなどして損傷した場合 

9. その他の場合 

 ・甲が故意または不注意でマッサージチェアの内部へ物を落とし、⾃ら取り出せない場合 

 ・リモコンコード等が使⽤中に縺れて、適切な使⽤ができなくなった場合 

 ・⽕災等で使⽤ができなくなった場合 

3. 前 1 項により甲が物件を使⽤できない期間があった場合、使⽤できなかった期間のレンタル料⾦を⽇割計算し、引き落と

し額より控除します。 

第 24 条（会員情報の利⽤） 

甲は癒しのれんたる株式会社の定めるところの会員規約に則り会員情報を利⽤することに同意します。 

第 25 条（個⼈情報の収集・利⽤・提供および登録に関する同意） 

甲は、申込み時に甲が記⼊する甲の属性等の情報（以下｢個⼈情報｣という）、の利⽤・提供及び登録に関し、以下の内容

に同意いたします。 

1. ⼄が、本契約条項（本契約を含むものとし、以下同様とする）に基づく与信業務（途上与信を含む）及び債権管理業務等

のため、個⼈情報を収集し利⽤すること。 

2. ⼄が、本契約条項に係る取引上の判断にあたり、甲の⽀払能⼒の調査のため、当該機関に照会し、甲の個⼈情報が登録さ

れている場合には、それを利⽤すること。 

3. ⼄が、レンタル業務に必要な情報を、｢個⼈情報保護⽅針｣に定める範囲で提供すること。 

第 26 条（消費税） 



甲はレンタル料及びその他費⽤について、消費税を付加して⼄に⽀払います。 

第 27 条（管轄裁判所） 

この契約に関する全ての係争については⼄の本店所在地を管轄する地⽅裁判所のみを管轄裁判所とします。 

ファミリー株式会社 

⼤阪府⼤阪市淀川区

⻄宮原⼆丁⽬ 

1 番 3 号 SORA 新⼤阪

21 14F 

 

 

注意事項 

1. レンタル品は、当社指定の機種に限らせていただきます。 

2. 製品の準備・整備等の都合上、お時間が掛かる場合がございます。 

3. 機種により、レンタル期間・レンタル料の設定は異なる場合がございます。 

4. レンタル品は数に限りがございますのでご要望に添えない事がございます。 

5. メーカー希望⼩売価格並びにレンタルラインナップ変更に伴いレンタル料⾦は変更する事がございます。 

6. お申込⼀法⼈様の契約期間中の同時レンタル数はお客様のご要望に応じ別途相談とさせていただきます。 

7. お申込法⼈名義と使⽤者が異なる場合は、ご使⽤者は同⼀法⼈の事業所内の設置に限らせて頂きます。 

8. お申込みの際は当社審査がございます。 

9. レンタル料⾦はご指定の⾦融機関からの⼝座振替に限ります。 

10. レンタル品の移動及び住所変更は当社ホームページにて所定のお⼿続きによるか、電話、E メールでお願い致します。 

11. レンタル期間（以下｢該期間｣という）が終了したときは、返却の⼿続きをして頂きます。該期間終了 1 ヶ⽉前に当社より

確認Ｅメールを送信し、上記のお⼿続きをお願いしますが、該期間終了後 2 週間を経過してもお⼿続きがなされない場合

には、更に１ヶ⽉分のレンタル料⾦相当額をお客様のレンタル料⾦決済の⼝座振替より引き落としすることで当該レンタ

ル物件をお客様が同⼀条件で延⻑したものとさせていただきます。 但し、「6 ヶ⽉お試しコース」をご利⽤の場合は同⼀

条件とならず、「2 年（24 ヶ⽉）」の料⾦を適⽤します。 

12. レンタル料⾦は 1 ヶ⽉単位で計算し⽇割り計算を致しません。 

13. レンタル品受渡し後、契約レンタル期間に満たないお客様のご都合によるご返却は中途解約となり、残額レンタル料の

70％を申し受けます。尚、残額は、⼝座振替による引落しとなります。 

14. 2 年から 5 年までの⻑期契約に限り、レンタル期間中に買い取ることができます。買い取り価格はレンタル契約成⽴⽇に

おける同⼀コース 5 年契約のレンタル料総額から、すでにお⽀払い頂いたレンタル料を控除した残額となります。但し、

レンタル期間開始後 1 ヶ⽉に満たない場合、1 ヶ⽉分のレンタル料を頂き、⼝座振替による引落しとなります。 



15. レンタル期間中の故障によるメンテナンス料は無償となりますが、お客様の不注意などによる以下の場合はお客様のご負

担となります。 

 

1. 消耗品の交換及び付属品の紛失 

1）背パッド、ヘッドレスト等の消耗品が傷んだ場合。 

2）リモコンスタンド（SOGNO を除く）・その他付属品を紛失された場合。 

2. 動物による不具合 

1）⽝・猫等の動物がリモコン・電源コード等を損傷させた場合。 

2）⼩動物や害⾍等がレンタル品内部に侵⼊して、基板・その他電装部品を損傷させた場合。 

3）⽝・猫等の動物がレンタル品に傷・汚れ・臭いを付着させた場合。 

3. お客様が故意または過失で損傷させた不具合 

1）リモコンが落下等で損傷した場合。 

2）2 ⼈以上が同時に乗り、使⽤して損傷した場合。 

3）通常のマッサージおよび椅⼦以外の⽬的で使⽤して損傷した場合。 

4）リモコン・電源コードを体に巻きつけたり、折り曲げたり、本体の脚の下敷きにしたりして損傷させた場合。 

5）レンタル品に⾶び乗る等して本体を破損した場合。 

4. 設置場所が不適切な場合や移設の際に損傷させた場合 

1）設置場所を変更される際に本体や付属品に傷や汚れを付着させた場合。 

2）設置場所が不適切で、本体が壁や家具に接触して本体に傷や汚れを付着させた場合。 

3）浴室やサウナ等湿気の多いところで使⽤したために故障した場合。 

4）不安定な場所で使⽤したために、本体に傷・汚れ・故障が発⽣した場合。 

5）本体に定格 100V 以外の電圧を通電させて損傷した場合。 

  ※家庭配線に対し異常電圧が流れた場合も含みます。 

6）⽇本国内以外に持ち出された場合。 

5. その他 

1）お客様が故意または不注意でレンタル品の内部へ物を落とされ、ご⾃⾝で取り出せない場合。 

2）リモコンコード等が使⽤中に縺れて、適切な使⽤ができなくなった場合。 

3）⽕災等でレンタル品が使⽤不能になった場合。 

16. レンタル品は動産総合保険に加⼊しています。保険対象の事故の場合、免責相当はお客様のご負担となります。 

事故が発⽣しましたら速やかに当社にご連絡下さい。尚、置き忘れ・故意による破損等は保険対象となりませんのでご了

承下さい。 

 


